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2025年 10月 30日 

各 位                     

会 社 名 伊 澤 タ オ ル 株 式 会 社 

 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 伊澤 正司 

（コード番号：365A  東証スタンダード市場） 

問合わせ先 取締役 CFO 兼管理本部長  三好 拓人 

TEL. 06-6690-1338 

 

第三者委員会による調査結果、処分および再発防止策に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の代表取締役社長である伊澤正司（以下、

「伊澤氏」とする。）によるパワーハラスメント等の事実（以下、「本件」とする。）が第三

者委員会による調査で確認されたことを踏まえ、次のとおり、当社役員に対する処分および

再発防止策を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

この度の事態につきまして、ハラスメントを受けた方々にご心労をおかけしましたことを、

心より深くお詫び申し上げます。 

並びに全てのステークホルダーの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、

重ねて深くお詫び申し上げます。 

 

1. 本件の調査結果の概要 

 この度、第三者委員会より、2025年 10月 24日に調査報告書および 2025年 10月 27日に

調査報告書（公表版）（以下、「調査報告書」とする。）を受領いたしました。取締役会での

協議を踏まえ、処分と再発防止策を併せて開示することが適切であると判断し、本日付けで

の開示といたしました。 

調査報告書では、伊澤氏の従業員に対する言動が、パワーハラスメント等に該当すると認

定されました。本件は、企業風土、組織運営体制、およびガバナンスの不備を背景に発生し

たものと結論付けられています。 

報告内容の詳細につきましては、別紙「調査報告書（公表版）」をご参照ください。 

 

2. 当社役員に対する処分 

当社取締役会は調査報告書の内容について大変重く受け止めております。 

取締役会として伊澤氏の処分について、代表取締役の退任も含めて十分な時間を尽くして

慎重に議論いたしました。主に、次の点について検討いたしました。 

 代表取締役として率先して順守すべきハラスメント防止の責務を果たせていなかった

点 

 伊澤氏がハラスメントを二度と起こさないための経営体制の刷新 

 伊澤氏は単に代表権を有するだけにとどまらず、タオル製造における高度な専門性を

有し、タオルの技術開発、協力工場に対するきめ細やかな技術指導、さらには主要な

取引先との間に築き上げた強固な人的ネットワークなど当社の事業推進において代替

不可能な役割を果たしているという事実 

検討の結果、当社の競争優位性の源泉である伊澤氏個人の知見やノウハウの他者への継承

は一朝一夕に可能なものではなく、伊澤氏が代表取締役を辞任した場合の当社の財政状態お

よび経営成績に多大なる影響を及ぼす可能性を排除するため、引き続き伊澤氏を代表取締役

としての任に当たらせることを取締役会として決定いたしました。 

本件の発生に対する責任を明確にするため、当社役員に対し次の処分を実施いたします。 

 




































































